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公布された規則のあらまし

◇鳥取県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則の一部改正について

１ 規則の改正理由

鳥取県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴い、任命権者の知事に対する具体的な報

告事項を定める等、所要の改正を行う。

２ 規則の概要

(１) 任命権者が人事評価又は退職管理に関して報告する事項として、次のとおり追加する。

ア 公表年度の４月１日における職員の人事評価に関する制度の概要（規定の整理）

イ 公表年度の４月１日における職員の退職管理に関する制度の概要（新規に規定）

ウ 公表年度の６月１日における退職後２年間に再就職した職員の状況（新規に規定）

(２) その他所要の規定の整備を行う。

(３) 施行期日は、平成28年４月１日とする。

平成28年３月31日 木曜日 鳥 取 県 公 報 号外第38号
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規 則
鳥取県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年３月31日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県規則第39号

鳥取県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則の一部を改正する規則

鳥取県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則（平成17年鳥取県規則第26号）の一部を次のよう

に改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（任命権者の報告事項） （任命権者の報告事項）

第２条 条例第２条各号に規定する報告事項は、次の 第２条 条例第２条各号に規定する報告事項は、次の

表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める 表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める

とおりとする。 とおりとする。

職員の採用、異 (１) 条例第６条の規定に 職 員 の 採 用 、 異 (１) 条例第６条の規定に

動、退職等に関す よる公表を行う日の属す 動、退職等に関す よる公表を行う日の属す

る任免の状況及び る年度（以下「公表年 る任免の状況及び る年度（以下「公表年

職員数に関する状 度」という。）の前年度 職員数に関する状 度」という。）の前年度

況 （以下「前年度」とい 況 （以下「前年度」とい

う。）における職員の採 う。）における職員の採

用の状況 用の状況

(２) 前年度における職員 (２) 前年度における職員

の異動の状況 の異動の状況

(３) 前年度における職員 (３) 前年度における職員

の退職の状況 の退職の状況

(４) 公表年度の４月１日 (４) 公表年度の４月１日

における職員数 における職員数

(５) 公表年度の４月１日 (５) 公表年度の４月１日

における職員数の増減の における職員数の増減の

状況及び当該増減の主な 状況及び当該増減の主な

原因 原因

(６) 公表年度の４月１日 (６) 公表年度の４月１日

における職級別の職員数 における職級別の職員数

(７) 公表年度の６月１日 (７) 公表年度の６月１日

における障害者の雇用の における障害者の雇用の

状況 状況

職員の人事評価の 公表年度の４月１日にお

状況 ける職員の人事評価に関す

る制度の概要

略 略

営利企業等の従事 (１) 前年度における営利 営利企業等の従事 (１) 前年度における営利

の許可その他の職 企業等の従事の許可の件 の許可その他の職 企業等の従事の許可の件

平成28年３月31日 木曜日 鳥 取 県 公 報 号外第38号
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員の服務の状況 数 員の服務の状況 数

(２) 前年度における職務 (２) 前年度における職務

上の秘密に属する事項の 上の秘密に属する事項の

発表の許可の件数 発表の許可の件数

職員の退職管理の (１) 公表年度の４月１日

状況 における職員の退職管理

に関する制度の概要

(２) 公表年度の６月１日

における退職後２年間に

再就職した職員の状況

職員の研修の状況 (１) 公表年度の４月１日 職員の研修及び勤 (１) 公表年度の４月１日

における職員の研修に関 務成績の評定の状 における職員の研修に関

する計画の概要 況 する計画の概要

(２) 前年度における職員 (２) 前年度における職員

の研修の実施状況 の研修の実施状況

(３) 公表年度の４月１日

における職員の勤務成績

の評定に関する制度の概

要

略 略

附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。
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病 院 局 管 理 規 程
鳥取県病院局組織規程の一部を改正する規程をここに公布する。

平成28年３月31日

鳥取県営病院事業管理者 渡 部 哲 哉

鳥取県病院局管理規程第２号

鳥取県病院局組織規程の一部を改正する規程

鳥取県病院局組織規程（平成７年鳥取県病院局管理規程第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、太枠で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（病院の内部組織の設置） （病院の内部組織の設置）

第５条 次の表の第１欄に掲げる病院ごとに、同表の 第５条 次の表の第１欄に掲げる病院ごとに、同表の

第２欄に掲げる局、室及びセンターを置き、その事 第２欄に掲げる局、室及びセンターを置き、その事

務を所掌させるため、同表の第３欄に掲げる科、 務を所掌させるため、同表の第３欄に掲げる科、

室、部及び課を置き、鳥取県立中央病院医療局の内 室、部及び課を置き、鳥取県立中央病院医療局の内

科及び放射線科の事務を所掌させるため、同表の第 科及び放射線科の事務を所掌させるため、同表の第

４欄に掲げる室を置く。 ４欄に掲げる室を置く。

鳥取県立中央 医療局 略 鳥取県立中央 医療局 略

病院 総合内科 病院 神経内科

神経内科

略 略

臨床検査科 臨床検査科

輸血科

略 略

麻酔科 麻酔科

総合診療科

略 略

略 略

鳥取県立厚生 医療局 略 鳥取県立厚生 医療局 略

病院 麻酔科 病院 麻酔科

疼痛緩和診療科

略 略

略 略

附 則

この規程は、平成28年４月１日から施行する。
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鳥取県病院局企業職員就業規則の一部を改正する規程をここに公布する。

平成28年３月31日

鳥取県営病院事業管理者 渡 部 哲 哉

鳥取県病院局管理規程第３号

鳥取県病院局企業職員就業規則の一部を改正する規程

鳥取県病院局企業職員就業規則（平成７年鳥取県病院局管理規程第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（育児部分休業） （育児休業等）

第10条 職員の育児休業については、地方公務員の育

児休業等に関する法律（平成３年法律第110号）並

びに職員の育児休業等に関する条例（平成４年鳥取

県条例第６号）及び職員の育児休業等に関する規則

（平成４年鳥取県人事委員会規則第４号）の定める

ところによる。

第10条 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法 ２ 職員の育児部分休業（当該職員がその小学校就学

律（平成３年法律第110号）第19条の規定の適用を の始期に達するまでの子を養育するため１日の勤務

受ける者の例により、鳥取県病院局企業職員の給与 時間の一部（２時間を超えない範囲内の時間に限

に関する規程第22条の２に規定する休業の承認を受 る。）について勤務しないことをいう。）について

けることができる。 は、地方公務員の育児休業等に関する法律並びに職

員の育児休業等に関する条例及び職員の育児休業等

に関する規則の適用を受ける者の例による。

（修学部分休業及び高齢者部分休業） （修学部分休業）

第10条の２ 職員は、地方公務員法第26条の２又は第 第10条の２ 職員の修学部分休業（当該職員が修学の

26条の３の規定の適用を受ける者の例により、修学 ため、１週間の勤務時間の一部について勤務しない

部分休業又は高齢者部分休業の承認を受けることが ことをいう。）については、地方公務員法並びに職

できる。 員の修学部分休業に関する条例（平成16年鳥取県条

例第66号）及び職員の修学部分休業に関する規則

（平成16年鳥取県人事委員会規則第27号）の適用を

受ける者の例による。

附 則

この規程は、平成28年４月１日から施行する。



- 7 -

平成28年３月31日 木曜日 鳥 取 県 公 報 号外第38号

鳥取県病院局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。

平成28年３月31日

鳥取県営病院事業管理者 渡 部 哲 哉

鳥取県病院局管理規程第４号

鳥取県病院局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程

鳥取県病院局企業職員の給与に関する規程（平成７年鳥取県病院局管理規程第７号）の一部を次のように改正

する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（管理職手当） （管理職手当）

第７条 略 第７条 略

（初任給調整手当）

第７条の２ 初任給調整手当は、医療職給料表(１)の

適用を受ける職員に対し、採用の日から35年間支給

する。

２ 初任給調整手当の月額は、初任給調整手当の支給

に関する規則（昭和37年鳥取県人事委員会規則第10

号）別表に掲げる額とする。この場合において、院

長に対する同表の適用については、期間の区分欄に

掲げる期間が28年以上29年未満であるものとする。

（夜間看護等手当） （夜間看護等手当）

第15条 略 第15条 略

２ 前項の手当の額は、その勤務１回につき、次の各 ２ 前項の手当の額は、その勤務１回につき、次の各

号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に 号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める額とする。 定める額とする。

(１) 前項第１号の業務 次に掲げる勤務の区分に (１) 前項第１号の業務 次に掲げる勤務の区分に

応じ、それぞれに定める額 応じ、それぞれに定める額

ア その勤務時間が深夜の全部を含む勤務 ア その勤務時間が深夜の全部を含む勤務

6,200円（月の勤務の全てが深夜の全部を含む 6,200円

勤務である場合は、8,600円）

イ その勤務時間が深夜の一部を含む勤務 イ その勤務時間が深夜の一部を含む勤務

(ア) 深夜における勤務時間が４時間以上であ (ア) 深夜における勤務時間が４時間以上であ

るもの 3,300円（月の勤務の全てが深夜を るもの 3,300円

含む勤務である場合は、4,500円）

(イ) 深夜における勤務時間が２時間以上４時 (イ) 深夜における勤務時間が２時間以上４時

間未満であるもの 2,900円（月の勤務の全 間未満であるもの 2,900円

てが深夜を含む勤務である場合は、4,100

円）

(ウ) 深夜における勤務時間が２時間未満であ (ウ) 深夜における勤務時間が２時間未満であ

るもの 2,000円（月の勤務の全てが深夜を るもの 2,000円

含む勤務である場合は、3,200円）
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(２) 略 (２) 略

３ 略 ３ 略

（勤務１時間当たりの給与額の算出） （勤務１時間当たりの給与額の算出）

第22条 略 第22条 略

（部分休業）

第22条の２ 条例第22条第２項の企業管理規程で定め

る休業は、地方公務員の育児休業等に関する法律第

19条第１項に規定する部分休業の例による休業とす

る。

（修学部分休業取得中の給与）

第25条 職員が鳥取県病院局企業職員就業規則（平成

７年鳥取県病院局管理規程第６号）第10条の２に規

定する修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合

の給与については、地方公務員法第26条の２の規定

の適用を受ける者の例による。

（給与からの控除） （給与からの控除）

第25条 略 第25条の２ 略

別表第７（第７条、第20条関係） 別表第７（第７条、第20条関係）

職 区分 職 区分

略 略

局長 ３種 局長 ３種

課長（局総務課の課長に限る。） 課長（局総務課の課長に限る。）

部長（薬剤部長に限る。） 部長（薬剤部長に限る。）

副局長（医療局の副局長を除く。） 副局長（医療局の副局長を除く。）

センター長（中央手術センター長又は地域 センター長（中央手術センター長又は地域

連携センター長に限る。） 連携センター長に限る。）

室長（新病院建設推進室長に限る。） 室長（新病院建設推進室長に限る。）

副室長（医療安全対策室及び医療安全・感 副室長（医療安全対策室及び医療安全・感

染防止対策室の副室長に限る。） 染防止対策室の副室長に限る。）

参事（管理者が必要と認めた者に限る。） 参事（管理者が必要と認めた者に限る。）

看護師長

副センター長（地域連携センターの副セン

ター長に限る。）

略 略

別表第８（第７条関係） 別表第８（第７条関係）

給料表 職務 区分 管理職手当月額 給料表 職務 区分 管理職手当月額

の級 病院以外の職 病院の職員 の級 病院以外の職 病院の職員

員 員

再任用 再任用 再任用 再任用 再任用 再任用 再任用 再任用
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職員以 職員 職員以 職員 職員以 職員 職員以 職員

外の職 外の職 外の職 外の職

員 員 員 員

略 略

医療職 略 医療職 略

給料表 ６級 略 給料表 ６級 略

（３） ４種 59,400 45,600 50,900 39,000 （３） ４種 59,400 45,600 50,900 39,000

円 円 円 円 円 円 円 円

５級 ３種 61,800 46,100 54,100 40,300

円 円 円 円

附 則

この規程は、平成28年４月１日から施行する。
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告 示 

鳥取県告示第218号 

 平成 12 年鳥取県告示第 455 号（課税免除に関する届出書及び不均一課税適用申請書について）の一部を次のよ

うに改正する。 

  平成 28 年３月 31 日 

鳥取県知事 平  井  伸  治 

第１条 次の表の改正前の欄中に掲げる規定を同表の改正後に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特

例に関する条例（平成 12 年鳥取県条例第 61 号）第７

条第１項から第３項までに規定する課税免除に関する

届出書並びに第８条第１項から第３項までに規定する

不均一課税適用申請書の様式を次のように定める。 

特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特

例に関する条例（平成 12 年鳥取県条例第 61 号）第６

条第１項から第３項までに規定する課税免除に関する

届出書並びに第７条第１項及び第２項に規定する不均

一課税適用申請書の様式を次のように定める。 

第２条 次の表の左欄に掲げる様式中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の右欄に掲げる字句に改める。 

様式第１号 第６条第１項（第３項） 第７条第１項（第３項） 

取得価格 取得価額 

土地及び建物の登記簿謄本（公図の写しを含

む。） 

土地、建物の登記事項証明書（不動産登記法

（平成 16 年法律第 123 号）第 14 条に規定す

る地図又は地図に準ずる書面の写しを含む。）

様式第２号 第６条第２項 第７条第２項 

様式第３号 第７条第１項 第８条第１項 

取得価格 取得価額 

土地及び建物の登記簿謄本（公図の写しを含

む。） 

土地、建物の登記事項証明書（不動産登記法

（平成 16 年法律第 123 号）第 14 条に規定す

る地図又は地図に準ずる書面の写しを含む。）

様式第４号 第７条第２項 第８条第３項 

土地及び建物の登記簿謄本（公図の写しを含

む。） 

土地、建物の登記事項証明書（不動産登記法

（平成 16 年法律第 123 号）第 14 条に規定す

る地図又は地図に準ずる書面の写しを含む。）

第３条 様式第４号を様式第５号とし、様式第３号の次に次の１様式を加える。 

様式第４号 

（表面） 

産業振興施策促進区域における不動産取得税の不均一課税申請書 

  職  氏 名  様 

年  月  日   

住 所              

  
法人にあっては、主た

る 事 務 所 の 所 在 地 

  

氏 名          印   

  法人にあっては、名称

及 び 代 表 者 の 氏 名 

  

 特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例第８条第２項の規定に基づき、次のとお

り不動産取得税の不均一課税の適用を申請します。 
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申

請

者 

住 所 

  法人にあっては、主た

る事務所の所在地 

氏 名 

  法人にあっては、名称

及び代表者の氏名 

資 本 金 の 額   

事 業 年 度 又 は 年       年  月  日から    年  月  日まで 

県内

の事

務所

等 

所 在 地   

名 称   

この申請に係る担当

者の職氏名 （電話）              

新
増
設
設
備 

所 在 地   

工 場 等 の 名 称   

事 業 の 種 類   

製 品 名   

特

別

償

却

設

備

の

取

得

価

額

等

区 分 取得価額（千円） 新増設設備の一部操業年月日 年  月  日

建物及びその附属設備   新増設設備の全部操業年月日 年  月  日

機 械 及 び 装 置   管 轄 税 務 署 税務署

構 築 物   青 色 申 告 書 提 出 の 有 無 有   無 

合 計   常時使用する従業員の数 人

特別償却適用の有無及び

適 用 条 文 

有   無 

租税特別措置法 

第  条第  項 

  

（裏面） 

 備考 

  １ この申請書は、原則として、個人にあっては新増設した設備等を事業の用に供することとなった日の属

する年の翌年３月15日までに、法人にあっては新増設した設備等を事業の用に供することとなった日の属

する事業年度に係る法人事業税申告納付期間の末日までに提出してください。 

  ２ この申請書には、次の書類を添付してください。 

   (１) 特別償却設備等の明細書（別紙） 

   (２) 事業計画書及び事業概要 

   (３) 事務所、事業所の平面見取図（土地及び建物の配置が明確なもの） 

   (４) 製造工程図及び設備等の工場内配置図 

   (５) 不均一課税を受けようとする土地及び建物の詳細な平面図 

   (６) 土地、建物の登記事項証明書（不動産登記法（平成16年法律第123号）第14条に規定する地図又は地

図に準ずる書面の写しを含む。） 

   (７) 土地売買契約書及びその代金領収書の写し 

   (８) 建築確認申請書の写し 

   (９) 建築請負契約書の写し 

   (10) 建物の引渡書の写し 
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   (11) 損益計算書 

   (12) 法人税確定申告書の写し（個人の場合は、所得税確定申告書の写し） 

   (13) 減価償却資産の償却額の計算に関する明細書（法人税法施行規則別表16(１)又は(２)）及び償却明

細書の写し（個人の場合は、これらに準ずる書類） 

   (14) その他必要と認められる関係書類 

別紙 

特 別 償 却 設 備 等 の 明 細 書 

 (１) 土 地 

土 地 の 

所 在 地 
旧 所 有 者 取得方法 

取得年

月 日
地目 

面 積

（㎡）

Ａ

Ａのうち建物等

の敷地となった

面積（㎡） 

Ｂ

Ｂの土地の

上の建物の

建 設 着 手

年 月 日 

Ａ の 登

記年月日

      ・ ・       ・ ・ ・ ・ 

      ・ ・       ・ ・ ・ ・ 

      ・ ・       ・ ・ ・ ・ 

      ・ ・       ・ ・ ・ ・ 

      ・ ・       ・ ・ ・ ・ 

      ・ ・       ・ ・ ・ ・ 

合 計                 

 (２) 建物及びその附属設備 

建物等の

名 称 
構 造 用 途 

延床面積 

（㎡） 

取得年月

日 

取得価額

（千円）

取得の

方 法

耐 用

年 数

（年）

減価償却開

始 年 月 日 

特 別 償

却 の

有 無

        ・ ・       ・ ・   

        ・ ・       ・ ・   

        ・ ・       ・ ・   

        ・ ・       ・ ・   

        ・ ・       ・ ・   

        ・ ・       ・ ・   

合 計                   

 (３) 機械及び装置並びに構築物  
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名 称 数 量 
取 得 価 額 

（千円） 
取得年月日

耐用年数

（年）

取得の

方 法

減価償却開

始 年 月 日 

特 別 償

却 の

有 無 

備 考

      ・ ・     ・ ・     

      ・ ・     ・ ・     

      ・ ・     ・ ・     

      ・ ・     ・ ・     

      ・ ・     ・ ・     

      ・ ・     ・ ・     

合 計                 

 備考 

  １ (２)及び(３)については、所得税法施行令第６条第１号から第３号まで又は法人税法施行令第13条第１

号から第３号までに掲げる固定資産について記載すること。 

  ２ 「構造」、「用途」及び「耐用年数」の欄は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第１の構造又

は用途の欄、細目の欄及び耐用年数の欄に掲げる区分に従って記載すること。 

附 則 

 この告示は、平成 28 年３月 31 日から施行する。 

 


